
　ウォーキングを通じて健康づく
りに取り組む事業を９月から実施
します。家族、グループ、友人も
ご一緒にご参加ください。事業の
詳細は広報かがやき８月号でお知
らせします。
問い合わせ／スポーツ健康課すこ
やか運動応援担当(内線2664)

　人口の減少や少子高齢化の進行による地域活力の低下を防ぐことを
目的として、本市では、市民の皆さんがいきいきと健康で幸せに暮ら
すことのできる地域社会の実現に向けた「健康なまちづくり」を展開
しています。
　この取組の一環として、公園に健康体操遊具を設置し、健康体操教
室を実施しているほか、地域でのラジオ体操の普及、ウォーキングな
ど、気軽に、継続して取り組むことができる運動を習慣化し、健康増
進を図っています。
　６月23日、埼玉県知事公館において、「健康長寿埼玉モデル推進宣言」
宣言書署名式典が開催され、原口市長が本市の健康づくりの取組の特

徴や目標宣言を行いました。
　今後も、「健康なまちづくり」を本
市の基本方針とし、国や県の健康づ
くり施策と連携しながら効果的な施
策展開を行ってまいります。

　～「健康」で市民を元気に
　　　「健幸」で市民を幸せに
　　　　「健鴻」で鴻巣を元気に～

ウォーキングで健康に
○わくわく♪歩（ポ）イント
○歩いて☆血液サラッとね
９月から実施します！

健康なまちづくりを
推進します

目標宣言を行う原口市長

Health Up KONOSU

とき ところ
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。

7月21日㈫～27日㈪
９時～17時

コスモスふきあげ館
吹上生涯学習センター
ギャラリー

問い合わせ／生涯学習課生涯学習担当（内線72556）
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６
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通
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２
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っ
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な
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、
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通
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こ
の
教
室
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あ
わ
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て
、
映
画

鑑
賞
会
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日
本
昔
ば
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を
予
定
）
も
開
催
し
ま
す
。
夏

休
み
を
安
心
・
安
全
に
過
ご
せ

る
よ
う
に
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ

さ
い
。

■講習の対象となる危険行為（14項目）
1 信号無視 8 指定場所一時不停止等
2 通行禁止違反 9 歩道通行時の通行方法違反

3 通行区分違反 10
制動装置（ブレーキ）不良自
転車運転

4
路側帯通行時の歩行者の通行
妨害

11 酒酔い運転

5 遮断踏切立入り 12
歩行者用道路における車両の
義務違反（徐行違反）

6 交差点優先車妨害等 13
環状交差点安全進行義務違反
等

7 交差点安全進行義務違反等 14 安全運転義務違反

● 自転車運転者講習制度のながれ●

※受講命令に違反した場合…５万円以下の罰金

１．自転車は、車道が原則、歩道は例外
２．車道は左側を通行
３．歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
４．安全ルールを守る
 ○飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
 ○夜間はライトを点灯
 ○交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
５．子どもはヘルメットを着用

自転車安全利用五則

と
き
・
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ろ
／
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象
／
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下

の
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子
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ん
　
※
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／
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／
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要
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わ
せ
／
道
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課
交
通
担

当
（
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７
２
４
４
６
）

と　き ところ
７月21日㈫ 14時～ クレアこうのす大会議室Ａ・Ｂ

７月22日㈬ 14時～ 田間宮生涯学習センター生涯学習室Ａ・Ｂ 

７月23日㈭ 14時～ 常光公民館視聴覚室

７月24日㈮ 14時～ 川里生涯学習センター視聴覚室

７月27日㈪ 14時～ 総合福祉センター生涯学習室

７月28日㈫ 10時～ 箕田公民館講座室１・２

７月29日㈬ 14時～ 本町コミュニティセンター集会室

７月30日㈭ 14時～ あたご公民館会議室

７月31日㈮ 14時～ 笠原公民館視聴覚室

８月３日㈪ 14時～ 箕田小学校パソコン室

８月５日㈬ 14時～ 市民センター集会室

８月６日㈭ 14時～ 下忍小学校図書室

８月７日㈮ 14時～ 吹上生涯学習センターホール

８月10日㈪ 14時～ 小谷小学校ミーティング室（体育館）
８月21日㈮ 14時～ 鴻巣児童センター体育室

※時間はいずれの日も１時間30分程度を予定

自転車運転者が危
険行為を繰り返す
○14歳以上の方
○危険行為（14項目）

を繰り返す（３年
以内に２回以上）

交通の危険を防止
するため、都道府
県公安委員会が自
転車運転者に講習
を受けるように命
令

講習の受講
○講習時間＝
　３時間
○講習手数料＝
　5,700円(標準額)
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